
第 25 回 定 時 株 主 総 会 証券コード：3656

招 集 ご 通 知
日 時

2025年３月27日（木曜日）

午後１時00分（受付開始 正午予定）

場 所

東京都港区六本木六丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー22階

当社会議室

※会場が前回と異なっておりますので、

ご注意ください。

決議事項

＜会社提案＞

第１号議案

監査等委員でない取締役５名選任の件

＜株主提案＞

第２号議案

取締役森田英克氏解任の件

議決権行使のお願い

「議決権行使書面」に表示のスマート行使専用ＱＲコードをスマートフォンで読

み取るだけで簡単に行使サイトにログインいただけます。

株主総会にご出席されない場合は、インターネット又は郵送（議決権行使書）に

て、お早めの議決権行使をお願いいたします。



証券コード：3656
2025年３月６日

（電子提供措置の開始日 2025年３月３日）

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目10番１号

代表取締役社長 森田 英克

第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下

ウェブサイトに「第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」として電子提供

措置事項を掲載しております。

株主総会資料掲載ウェブサイト

（https://d.sokai.jp/3656/teiji/）

また、上記のほか、インターネット上の以下ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を

ご検討のうえ、2025年３月26日（水曜日）午後６時30分までに議決権をご行使くださ

いますようお願い申し上げます。
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【インターネットによる議決権行使の場合】

議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、同

封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利

用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。詳細は、後記

４頁から５頁までをご覧ください。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限ま

でに到着するようご返送ください。詳細は、後記６頁から８頁までをご覧ください。

敬 具

記

１. 日 時 2025年３月27日（木曜日）午後１時00分

２. 場 所 東京都港区六本木六丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー22階 当社会議室

（会場が前回と異なっておりますので、ご注意ください。）

３. 会議の目的事項

報 告 事 項 (1)第25期（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）事業報告及

び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算

書類監査結果報告の件

(2)第25期（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）計算書類の

内容報告の件

決 議 事 項

＜会社提案＞

第１号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件

＜株主提案＞

第２号議案 取締役森田英克氏解任の件

４. ご 案 内

代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有するほかの株主の方１名

を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明

する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
１.当日ご出席される場合は、開会間際等混雑しやすい時間帯を避け、ご来場くださいますよう、お願

い申し上げます。受付開始時刻は、正午を予定しております。

２.当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう、

お願い申し上げます。

３.書面交付請求をされた株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、

以下の事項を記載しておりません。従って、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会

及び会計監査人が監査をした書類の一部です。

・連結計算書類に関する事項のうち、連結注記表

・計算書類に関する事項のうち、個別注記表

４.電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい

ただきます。
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＜インターネットによる議決権行使のお手続について＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、予め次の事項をご了承いただき

ますよう、お願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサ

イトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net

２．議決権行使のお取扱いについて

（１）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙

に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画

面の案内に従って賛否をご入力ください。

（２）スマートフォンにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙

に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」

を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が

入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使でき

ます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再

度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及

び「パスワード」を入力いただく必要があります。

（３）議決権の行使期限は、2025年３月26日（水曜日）午後６時30分受付分までと

なっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（４）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インター

ネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、イ

ンターネットによって複数回数又はパソコンとスマートフォンで重複して議

決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお

取扱いいたします。

（５）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の

料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

（６）パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議

決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための

重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
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（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの

再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続ください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効

です。

４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

本サイトでの議決権行使に関するパソコン・スマートフォン等の操作方法がご不

明な場合は、以下にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

［電話］ 0120-652-031 （受付時間 9:00～21:00 ）

５．議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決

権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただ

くことも可能です。

以上
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＜書面による議決権行使のお手続について＞

株主総会にご出席されず、郵送による議決権行使をされる場合は、同封の「議決権

行使書」用紙をご返送ください。議案の内容は株主総会参考書類をご参照ください。

議決権行使書イメージ

議決権行使書用紙のご記入について

（１）第１号議案について、賛成の場合は賛否表示欄の「賛」に○印を、反対の場合

は「否」に○印をご記入ください。

（２）第１号議案について、一部の候補者に異なる意思を表示される場合は、賛否表

示欄の「賛」の欄に○印をし、横の空欄に反対する候補者の番号をご記入くだ

さい。

（３）第２号議案について、当社取締役会の意見に賛成の場合は賛否表示欄の「否」

に○印を、反対の場合は「賛」に○印をご記入ください。

（４）各議案に対して賛否の表示をされない場合は、会社提案については「賛」、株主

提案については「否」の表示があったものとして取扱います。

（５）各議案の賛否表示欄の「賛」及び「否」双方に○をつけた場合は、無効票とな

りますので、ご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

（６）議決権の行使期限は、2025年３月26日（水曜日）午後６時30分到着分までとな

っておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

以下に議決権行使書用紙の記入例をご紹介します。
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以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
＜会社提案（第１号議案）＞

第１号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きま

す。以下、本議案において同じです。）５名は任期満了となりますので、取締役５

名の選任をお願いするものであります。なお、本議案については、指名報酬委員

会へ諮問し、その答申を受けて決定し、監査等委員会から全ての取締役候補者が

適任である旨の意見を得ています。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

１

森
もり

田
た

英
ひで

克
かつ

(1974年８月14日生)

再 任

2002年３月 ㈱インデックス入社

353,000株

2002年10月 当社入社

2009年９月 当社執行役員

2010年４月 当社KLabGames部長

2010年11月 当社取締役

2012年９月 当社専務取締役CGO

2018年２月 当社専務取締役CCO

2019年３月 当社代表取締役社長CEO（現任）
［重要な兼職の状況］
可来軟件开発（上海）有限公司董事長
㈱グローバルギア取締役

２

五十
い が ら し

嵐 洋
よう

介
すけ

(1973年10月13日生)

再 任

2000年２月 ヴィジョンアーツ㈱（現ソニーグロ
ーバルソリューションズ㈱）入社

201,000株

2003年８月 当社入社

2005年６月 当社取締役

2009年９月 当社執行役員COO

2012年９月 当社取締役副社長COO

2018年３月 当社代表取締役副社長COO

2019年３月 当社代表取締役副会長（現任）

［重要な兼職の状況］
可来軟件开発（上海）有限公司董事

３

真
さな

田
だ

哲
てつ

弥
や

(1964年９月10日生)

再 任

1998年９月 ㈱サイバード設立 取締役副社長

510,300株

2001年３月 当社代表取締役社長CEO

2018年３月 当社代表取締役会長兼社長CEO

2019年３月 当社取締役会長（現任）

2022年４月 ㈱BLOCKSMITH&Co.代表取締役社長
(現任)

［重要な兼職の状況］
㈱BLOCKSMITH&Co.代表取締役社長
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

４

高
たか

田
た

和
かず

幸
ゆき

(1978年８月20日生)

再 任

2002年４月 ㈱日本経営入社

114,600株

2008年６月 ベリングポイント㈱（現PwCコンサ
ルティング合同会社）入社

2010年９月 当社入社

2012年４月 当社経営管理部長（現任）

2012年９月 当社執行役員

2014年３月 当社取締役経営管理部長兼IR室長

2015年３月 当社常務取締役CFO

2019年３月 当社専務取締役CFO（現任）

［重要な兼職の状況］
㈱グローバルギア取締役

５

中
なか

根
ね

良
よし

樹
き

(1975年３月10日生)

再 任

1999年４月 日本電信電話㈱入社

88,600株

2005年４月 当社入社

2009年９月 当社執行役員

2010年９月 当社第１開発部長

2013年８月 当社スタジオマネジメント部長

2014年４月 当社品質管理部長

2016年６月 当社クリエイティブ部長

2019年３月 当社取締役（現任）

(注) １．取締役候補者である森田英克氏の所有する当社の株式数には、マッコーリー・バンク・リ
ミテッドとの株式貸借基本契約書に基づく貸株120,000株を含めて表記しております。

２．取締役候補者である真田哲弥氏は、㈱BLOCKSMITH&Co.の代表取締役社長であり、当該会社
と当社との間には、当該会社のゲーム開発・運営等に関する業務委託契約に伴う取引等が
あります。その他の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．各取締役候補者の選任理由は以下のとおりです。
(1) 森田英克氏は、当社入社以来、モバイルコンテンツの立ち上げ及び運営をした後、モバ

イルオンラインゲーム事業を立ち上げ、当社の主力事業に成長させた実績があります。こ
のような経験及び実績は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企
業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであり
ます。また、第２号議案における【第２号議案に対する当社取締役会の意見】もあわせて
ご確認ください。

(2) 五十嵐洋介氏は、当社入社以来、研究開発部門、人事、海外子会社の統括を歴任するな
ど国内外の企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験
及び見識は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に
寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 真田哲弥氏は、当社創業者として、当社の精神的支柱であるとともに、学生時代より
数々のベンチャー企業を設立し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、経営
方針や事業戦略の決定に重要な役割を果たしております。このような経験及び知識は、引
き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが
期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

(4) 高田和幸氏は、当社入社以来、株式公開準備、M&A、財務戦略等に従事しており、コーポ
レート全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び見識
は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与する
ことが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。
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（5) 中根良樹氏は、当社入社以来、研究開発部門及びプロジェクトマネジメントの責任者、
海外子会社のヴァイスプレジデント等の要職を歴任し、当社の主力事業に関する豊富な経
験と幅広い見識を有しております。このような経験及び見識は、引き続き当社取締役会の
意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締
役として選任をお願いするものであります。

４．当社は、当社取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償
責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社
の役員等の地位に基づく職務遂行に起因して株主代表訴訟等が提起された場合に会社又は
第三者に対して被保険者が負担する賠償責任額、和解金及び弁護士費用等が填補されるこ
ととなります。本議案が原案どおり承認され、各候補者が監査等委員でない取締役に選任、
就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険
契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。当該保険契約の内容は、
事業報告の「４．会社役員に関する事項（４）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に
記載のとおりであります。

【ご参考】監査等委員でない取締役候補者のスキル・マトリックス

企業経営
ゲーム企画

・運営

ゲーム開発

・技術研究

マ ー ケ

ティング

財務・

会計

ガバナンス

・リスクマ

ネジメント

法務
人事・

労務

森田 英克 ○ ○ ○ ○

五十嵐 洋介 ○ ○ ○ ○

真田 哲弥 ○ ○ ○ ○

高田 和幸 ○ ○ ○ ○

中根 良樹 ○ ○ ○
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＜株主提案（第２号議案）＞

第２号議案は、株主様１名（以下「本提案株主」といいます。）からのご提案に

よるものであります。以下の提案内容は本提案株主から提出された株主提案書か

ら合理的に判断できる内容を、また提案理由は同書の該当箇所を原文のまま掲載

しております。

第２号議案 取締役森田英克氏解任の件

１．提案内容

監査等委員でない取締役森田英克氏を解任する。

２．提案理由

森田氏の代表就任以降、以下の理由により株主利益が著しく損なわれています。

業績悪化

就任後６年間、新規収益を生むアプリはリリース出来ておらず、就任前に開発

されたアプリに依存しています。

特にEA SPORTS FC TACTICALのリリース延期は影響が大きく、これはEA社の求め

る品質や納期に当社社員の開発力では対応出来なかった結果であり、撤退等の判

断の遅れも業績悪化に拍車をかけました。

株主軽視

過去の株主総会において積極的な情報開示を求められていたにも関わらず回答

は形式的なものに留まり、その後も意見は無視され続けています。この対応は株

主の信頼を損なう結果を招いています。

上記以外にも多くの失敗を繰り返している一方で就任以降成果は皆無であり経

営者としての能力が著しく欠落していることは明白です。

過去の責任を明確にすること、及び会社の存続のため同氏の解任を強く求めま

す。

【第２号議案に対する当社取締役会の意見】

当社取締役会は、本議案に反対いたします。

この数年間においてリリースした新作タイトルが確実な収益に寄与できず業績

が低迷しておりますこと、また『EA SPORTS FCTM TACTICAL』（以下「本ゲーム」と

いいます。）の度重なるリリース時期の変更により大幅な計画未達となっておりま

すこと、心より深くお詫び申し上げます。
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１．情報開示につきまして

当社新作タイトルに関して、リリースの予定等を含め、株主の皆様にご満足い

ただける情報開示に至っていないことをお詫び申し上げます。当社としても、当

社ゲームに関する情報をいち早く詳細に、株主の皆様だけではなく、全世界の皆

様に届けたいと切に願い、積極的にパブリッシャー・ライセンサーと交渉を行い、

許容される限りの情報開示を行っておりますが、本ゲームの開発を含めたIP（ア

ニメやブランドなどの知的財産）のライセンスを受けて行うゲーム開発において

は、コンテンツ、ゲームの仕様、配信地域、情報開示の内容及び時期など、相当

多くの要点で都度パブリッシャーや多数のライセンサーの確認・承諾を得て進め

る必要がございます。

更に本ゲームは、Electronic Arts Inc.（以下「EA社」といいます。）の『EA

SPORTS FCTM』という、世界屈指の知名度を誇るサッカーゲームブランド（FIFAシ

リーズ）の後継ブランドであり、EA社が世界のサッカークラブ及び欧州サッカー

連盟（UEFA）等からライセンスを受けているという権利の多重構造が背景にある

ため、開発・配信はもちろんのこと、情報開示における審査も非常に厳しく、そ

の取扱いには相当な慎重さが求められます。

リリースや配信地域拡大の確度が十分確保された段階で多くの情報開示に繋げ

られる実情もあることから、当社としては、開発及び品質向上に全力をもって取

り組み、特に本ゲームにおいては一日も早く全世界配信に繋げることがミッショ

ンであると考えております。これらに全力で取り組み、より早い、充実した情報

開示ができるよう努めてまいります。

２．本ゲームの開発進捗につきまして

必要な体制を整えたうえで本ゲームの開発を開始いたしましたが、上記のよう

な状況に加え、共同開発者であるEA社と国際サッカー連盟（FIFA）とのパートナ

ーシップ終了によるブランド変更、EA社の他のサッカーゲームにおける成功・失

敗要素を活かすべくゲームシステムの見直しを含む大幅な計画変更、KPI（重要評

価指標）のブラッシュアップなども生じ、大幅に遅延することとなりました。当

社及びEA社のいずれにとっても期待の高い案件であることから必要かつ適切な開

発過程と判断しているものの、株主様のご期待に沿えず心苦しい限りではありま

すが、引き続きいち早く配信地域拡大へと繋げていくべく全力で努めてまいりま

す。

３．森田氏につきまして

森田氏は、当社が2009年にゲーム事業を開始した頃より当該事業を統率し、以

降の当社売上の大部分の創出に不可欠な貢献を行ってまいりました。そして、ヒ

ット率の見通しが困難であるオンラインゲームにおいて、当社グループの発展を
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実現するべく、大型タイトルのIPの獲得、ハイブリッドカジュアルゲームのプロ

ジェクトの立ち上げ、及びグローバルでの収益源の拡大を方針としてかかげて全

社を牽引しており、今後当社グループの更なる発展、事業成長のためには、この

リーダーシップが必要不可欠であると考えております。

さらに本ゲームにおいては、森田氏が指揮を執り、EA社との交渉及び開発の推

進を主導してまいりました。森田氏は上記のように別の者に代えがたいゲーム開

発の経験及びリーダーシップを有しており、今変更すれば改めてEA社との連携を

再構築する必要があることに照らすと、森田氏が引き続き代表取締役社長として

開発の指揮を執ることは、EA社と当社との連携を深め、本ゲームを成功に導くこ

とに不可欠であると考えており、これは本ゲーム以外の開発中タイトルにおいて

も同様であると考えております。

これらのように、森田氏は当社モバイルオンラインゲーム事業の推進及び皆様

への情報開示を主導してきていることに加え、引き続き株主の皆様の期待にお応

えできるよう邁進する旨の決意を同人から受けていることを踏まえ、当社取締役

会は、同人が当社取締役として必要不可欠な人材であると判断し、第１号議案監

査等委員でない取締役５名選任の件の候補者に入れさせていただいており、本株

主提案を真摯に受け止めつつ、本株主提案に反対するものであります。

以 上
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事 業 報 告

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

① 連結業績概況
（千円）

前連結会計年度 当連結会計年度
前連結会計年度比

増減率

売 上 高 10,717,075 8,306,355 △22.5％

営 業 利 益 △1,218,681 △1,342,143 －

経 常 利 益 △852,680 △1,280,364 －

税 金 等 調 整 前
当 期 純 利 益

△1,658,747 △2,164,932 －

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

△1,819,661 △2,782,986 －

(注) △印は、損失を示しております。

当社グループは、マンガやアニメなどのIPを用いたモバイルオンラインゲーム

の企画・開発・運営を主軸として事業を展開しております。

当連結会計年度においては、米大手ゲームパブリッシャーElectronic Arts

Inc.との共同開発タイトルである『EA SPORTS FCTM TACTICAL』の新規開発に注力

しました。グローバルローンチにさきがけて2024年５月に一部地域限定でローン

チし、運営を行いながらKPIの推移を確認しておりましたが、主に継続率に関する

課題があったことから、年内は品質向上のための追加機能の開発などに注力しま

した。

『キャプテン翼 ～たたかえドリームチーム～』においては、昨年からの減衰

率の抑制の取り組みにより、売上高は前期を上回って推移しました。『BLEACH

Brave Souls』においても、一定の減衰はあったものの、テレビアニメの放送に合

わせた商材を展開したことなどにより、売上高は安定的に推移しました。

海外向けゲーム開発支援モデル事業においては、新作タイトル『ハイキュー ‼

FLY HIGH』が日本及び韓国でリリースされ、その後も順調に配信地域が拡大され

たほか、IPコラボ案件の取扱い数も増加したことから、売上高の積み上げに寄与

しました。

また、カジュアルゲームを中心に事業を展開する子会社のグローバルギアにお

― 15 ―



いても、安定したペースで新作をリリースしたことにより、例年並みの売上高と

なりました。

しかしながら、前期から運営タイトルが減少したことに加え、『EA SPORTS FCTM

TACTICAL』がグローバルローンチに至らなかったことにより、売上高は8,306,355

千円（前期比22.5％の減少）となりました。

費用面においては、運営における人員体制及びグループ全体の詳細な費用につ

いて継続して見直しを実施し、コストコントロールに努めたほか、既存タイトル

における利益率改善の取り組みも寄与し、複数の月において単月黒字化を達成し

ました。以上の結果、営業損失は前期からの赤字幅の拡大を抑え、1,342,143千円

（前期は営業損失1,218,681千円）、経常損失は1,280,364千円（前期は経常損失

852,680千円）となりました。

なお、第４四半期において、投資有価証券評価損861,465千円及びソフトウエア

等の減損損失152,949千円を計上したことなどにより、特別損失は1,135,594千円

となり、親会社株主に帰属する当期純損失は2,782,986千円（前期は親会社株主に

帰属する当期純損失1,819,661千円）となりました。

② セグメント別の業績は、次のとおりです。

ゲーム事業

売上高 8,235,424千円

セグメント利益 1,182,351千円

その他

売上高 70,931千円

セグメント利益 △49,722千円
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(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施した設備投資等の総額は1,931,930千円であり、そ

の主な内容はゲーム事業に供するソフトウエアの開発費等1,925,985千円でありま

す。

① 当連結会計年度に完成した主要設備

該当事項はありません。

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充

該当事項はありません。

③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において、第19回新株予約権の行使により、1,494,413千円の資

金調達を行いました。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2024年２月８日に、株式会社BLOCKSMITH&Co.の株式を一部売却したた

め、株式会社BLOCKSMITH&Co.及び同社の子会社であるBLOCKSMITH&Co.Singapore

Pte. Ltd.を連結の範囲から除外しております。

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。
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(8) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別
区 分

第22期
2021年12月期

第23期
2022年12月期

第24期
2023年12月期

第25期
(当連結会計年度)
2024年12月期

売 上 高(千円) 23,895,272 16,880,927 10,717,075 8,306,355

営 業 利 益(千円) △1,105,613 △598,112 △1,218,681 △1,342,143

経 常 利 益(千円) △1,028,304 △73,471 △852,680 △1,280,364

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) △3,468,020 △541,922 △1,819,661 △2,782,986

１株当たり当期純利益(円) △90.38 △13.97 △44.98 △62.91

総 資 産(千円) 18,707,512 20,859,788 17,754,928 15,784,187

純 資 産(千円) 12,806,554 13,153,557 11,709,295 10,371,505

１株当たり純資産額(円) 336.84 324.42 282.21 216.46

(注)１．△印は、損失を示しております。
２．１株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式数（自己株式控除後）に基づき算出してお

ります。
３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第23期の期首か

ら適用しており、第23期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し
た後の指標等となっております。

② 当社の財産及び損益の状況

期 別
区 分

第22期
2021年12月期

第23期
2022年12月期

第24期
2023年12月期

第25期
(当事業年度)
2024年12月期

売 上 高(千円) 23,339,398 16,426,085 10,028,752 7,571,677

営 業 利 益(千円) △1,245,248 △696,686 △1,400,767 △1,556,135

経 常 利 益(千円) △1,378,760 △388,025 △853,432 △1,187,844

当 期 純 利 益(千円) △4,233,088 △774,160 △1,693,264 △2,586,980

１株当たり当期純利益(円) △110.32 △19.96 △41.86 △58.48

総 資 産(千円) 18,271,279 20,413,824 17,543,749 16,368,268

純 資 産(千円) 12,536,126 12,850,048 11,358,136 10,569,759

１株当たり純資産額(円) 329.72 317.01 280.19 220.61

(注)１．△印は、損失を示しております。
２．１株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式数（自己株式控除後）に基づき算出してお

ります。
３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第23期の期首か

ら適用しており、第23期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し
た後の指標等となっております。
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(9) 対処すべき課題

当社グループが現時点で認識している課題は、以下のとおりです。

① ヒット率の向上

当社グループの企業価値向上のためには、今後リリースする新作タイトルのヒ

ット率を上げ、収益を拡大させることが重要であると認識しています。

そのため、まずはグローバルで人気のあるIPを用いたゲームをグローバルに展

開することで、より多くのユーザーを獲得することを前提とし、戦略的に大型IP

のプロジェクトに取り組んでおります。

また、開発ジャンルを当社が得意なアクションRPG及びスポーツシミュレーショ

ンに絞り、これまでの開発及び運営を通じて蓄積した知見を用いてゲームを開発

することで、ヒット率の向上を図っております。

さらに、ゲームの開発過程においては、早い段階からのゲームレビューを繰り

返し実施することでクオリティの向上に努めるほか、ヒットの可能性が低いと判

断したゲームは開発を中止し、ヒットの可能性が高いタイトルへ開発リソースを

集中させるなど、経営判断を迅速かつ柔軟に行うことで、更なるヒット率の向上

を目指します。

② １タイトル当たりの収益の最大化

新作タイトルの開発期間が長期化しているため、企業が継続して成長していく

ためには、既存タイトルの減衰を小幅に留め、長期的な運用を実現することが不

可欠です。

ユーザーに継続して長きに渡って楽しんでいただくために、ゲームのアップデ

ートなど新しい価値を提供し、減衰率の低減を目指していきます。

また、１タイトル当たりの売上をより一層拡大させていくためには、海外での

収益獲得も重要な課題の一つであると認識していることから、主要な欧米や中華

圏に加え、成長著しい国や地域にも積極的に事業展開していきます。

③ 開発のマネジメント

業界全体の傾向として、年々高まるゲームの品質に合わせ、開発期間の長期化

及び開発体制の大規模化が大きな課題となっております。あわせて、近年はパイ

プラインの増強を図るべく、パートナー企業との共同事業も増加していることか

ら、新規開発の管理はより一層難しさを増しています。

計画通りにリリースするために、開発マイルストーンの緻密化や、横断組織な

どの第三者が課題や問題を検知するなど、随時開発プロセスの改善を図っていき

ます。

一方で、計画を優先するために品質が低い状態でリリースすることは、ヒット
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率を著しく下げてしまう要因となります。当社グループの基本方針としては、計

画通りリリースできるよう最大限の努力を払いつつも、市場競争力のある品質が

担保できていない場合は、リリース計画を変更し、品質向上を優先します。

④ コストコントロール

開発期間の長期化及び開発体制の大規模化に伴い、総開発コストが高騰傾向に

ある中、売上のボラティリティが高いゲーム事業を運営しながらも安定的に利益

を創出するためには、コストコントロールが重要と考えています。

内部開発におきましては、外部発注や業務委託を多用して外製比率を高めるこ

とでコストを変動費化し、売上のボラティリティへの対応力を高めるほか、費用

の大きな割合を占める広告宣伝におきましても、精緻にKPI分析及び広告の効果測

定を行うことで費用対効果を高めていきます。

さらに、開発タイトルの一部をパートナー企業と共同事業とすることで、開発

費用を分担しリスク分散を図っていきます。

⑤ 新技術の活用

当社グループが属するモバイルオンラインゲーム業界は、技術革新が絶え間な

く行われています。当社グループが継続的に事業を拡大していくためには、こう

した様々な新技術をゲーム開発に活かすべく、研究開発していく必要があると認

識しています。そのため、ゲームタイトル毎に編成されるプロジェクトチームと

は別に研究開発及び共通基盤開発の各部署を設け、研究開発を進めていきます。

⑥ 新規事業への挑戦

当社グループの主力事業であるモバイルオンラインゲームは、競争環境の激化

に伴い１タイトル当たりの開発費が高騰しており、事業リスクは年々増加傾向に

あります。

このような事業環境の中、当社グループの強みやノウハウを活かし、新規事業

へ挑戦していくことは、企業の持続的な成長及び安定的な収益基盤確立のために

は重要であると認識していることから、中長期を見据え積極的に取り組んでいき

ます。

⑦ サービスの健全性向上とユーザーの安全性確保

業界全体が一体となりユーザーが安全かつ安心して利用できる環境を提供し続

けていくことが、業界に対する信頼性の向上、ひいては業界全体の発展に寄与す

るものと認識しています。関係機関や同業他社等と適時適切に連携し、ユーザー

が安心して当社グループのサービスを利用できるよう努めていきます。
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⑧ 優秀な人材の確保及び育成

当社グループは今後より一層の事業拡大のために、人材の確保及び育成を重要

な課題と認識しております。優秀な人材を採用することはもちろん、当社グルー

プのミッション、ビジョンを体現し、将来的に企業を牽引していく人材を育成す

べく、採用活動、教育研修、人事制度改革などに継続して取り組んでいきます。

⑨ コーポレートガバナンスの強化

当社グループが持続的な成長を維持し、長期にわたって事業継続していくため

には、ステークホルダーとの信頼と期待に応えるべく、経営の健全性・透明性の

ある体制を確保することが重要な課題であると認識しております。その実現のた

め、内部管理体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化・充実に努めていき

ます。

⑩ 財務基盤の強化

当社グループが事業を展開するモバイルオンラインゲーム領域のなかでも、特

にグローバル展開を目指すような大型タイトルの新規開発においては、多額の資

金を必要とします。

しかしながら、当社グループは、営業赤字及び営業活動によるキャッシュ・フ

ローのマイナスが継続しており、今後、新作タイトルがリリースされなかった場

合や新作の大型タイトルをリリースした後においても十分な売上高が獲得できな

い場合には、営業赤字、営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続す

る可能性があります。

そのような場合に備え、手元流動性確保のため、投資有価証券の売却等、資産

の効率的な運用に向けた対応を進めるとともに、金融機関との良好な取引関係を

維持し、資金調達を継続的に行うことで財務基盤の更なる強化を図ってまいりま

す。
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社等の名称
資本金又は
出資金

議決権等の
所有割合（％)

事業の内容

可来軟件开発（上海）有限公司 1,400千SGD 100％
モバイルオンラインゲームの企
画及び開発

株式会社グローバルギア 3,000千円 100％
スマートフォン向けモバイルア
プリケーションの開発

(注) 当連結会計年度において、株式会社BLOCKSMITH&Co.の株式を一部売却したため、株式会社
BLOCKSMITH&Co.及び同社の子会社であるBLOCKSMITH&Co.Singapore Pte. Ltd.を連結の範囲
から除外しております。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(11) 主要な事業内容（2024年12月31日現在）

区 分 主要な業務の内容

ゲーム事業
スマートフォン向けアプリを中心としたモバイルオンラインゲームの
企画・開発・運営

その他 ゲーム制作等の受託、アニメ出資

(12) 主要な営業所（2024年12月31日現在）

① 当社

名 称 所 在 地

本社 東京都港区

大阪事業所 大阪府大阪市北区

福岡事業所 福岡県福岡市中央区

仙台事業所 宮城県仙台市太白区
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② 子会社等

名 称 所 在 地

可来軟件开発（上海）有限公司 中華人民共和国上海市

株式会社グローバルギア 福岡県福岡市中央区

(13) 使用人の状況（2024年12月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前期末比増減数

459名 113名減

(注)１．使用人数には契約社員及びアルバイト14名は含まれておりません。
２．前期末比増減数は、前期末の就業人員数と比較したものであります。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前期末比 増 減 数 平 均 年 齢 平均勤続年数

401名 88名減 38歳 ８年

(注)１．使用人数には契約社員及びアルバイト14名は含まれておりません。
２．前期末比増減数は、前期末の就業人員数と比較したものであります。

(14) 主要な借入先（2024年12月31日現在）

株式会社 三井住友銀行 706,646千円
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2. 会社の株式に関する事項（2024年12月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 93,618,000株

(2) 発行済株式の総数 48,502,300株

(3) 株主数 20,244名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,164,100株 10.78％

青柳 和洋 1,591,900株 3.32％

楽天証券株式会社 1,230,800株 2.57％

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 899,798株 1.88％

東京短資株式会社 740,000株 1.54％

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 735,500株 1.53％

MAQUARIE BANK LIMITED DBU AC 714,000株 1.49％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 697,200株 1.45％

株式会社バンダイナムコホールディングス 670,000株 1.39％

福良 伴昭 640,000株 1.33％

(注)１．発行済株式（自己株式を除く）の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおい
て上位となる10名の株主を記載しております。

２．持株比率は、自己株式（641,605株）を控除して計算しております。
３．持株比率の小数点第３位以下は切り捨てております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

(2024年12月31日現在）

・新株予約権等の総数 200個

・目的となる株式の種類及び数 普通株式 20,000株

・取締役の保有する新株予約権の区分別合計

区分 回次

払込金額

行使価額

(注)１．

行使期間 行使の条件 株数 保有者数

取締役

（監査等委員及び
社外取締役を除く）

第12回
537円

671円

2014年４月26日

～2026年４月25日
(注)２. 20,000株 ２名

(注)１．上記の払込金額は１個当たりの金額であり、行使価額は１株当たりの金額であります。な
お、第12回新株予約権の１個当たりの目的となる株式数は100株であります。

２．(1) 新株予約権者は、2014年12月期の事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載
される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書において、連結売上高及び有
利子負債残高が次の①に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた新株予約権
のうち次の②に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができる。この場合
において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき１個未満
の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使
することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定
科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定める
ものとする。
① 2014年12月期の連結貸借対照表上の有利子負債残高が金20億円以下であり、かつ連

結売上高が金186億円以上である場合
② 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の２分の１までを2015年４月26日

から2026年４月25日までの期間に行使することができ、2016年４月26日から2026年
４月25日までの期間に全てを行使することができる。

(2) 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用
人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるも
のと認めた場合にはこの限りではない。

(3) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使するこ
とができない。

(4) 新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、新株予約権を行使す
ることができない。
① 新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は

当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず
当社と競業した場合（ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。）

③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又

は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた

手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開

始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦ 新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

(5) 新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

2022年７月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の数（個）※ 93,000個（新株予約権１個につき100株)(注)２．

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数（株）※
(注)３．４．

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ (注)５．

新株予約権の行使期間※ 2022年７月25日から2024年７月24日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）※
(注)６．

新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

該当事項はありません。ただし、割当予定先は、

本第三者割当契約の規定により、本新株予約権を

第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認

が必要であります。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項※
該当事項はありません。

※新株予約権の発行時（2022年７月６日）における内容を記載しており、2024年４月26日をもって残
存する全ての当該新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに消却しております。

(注)１．当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
２．当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は9,300,000株、割当株式数(下記４．(1)に定義す

る。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記５．(2)に定義す
る。)が修正されても変化しない(ただし、下記４．に記載のとおり、調整されることがあ
る。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権によ
る資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」と
いう。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普
通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証
終値」という。)の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額(以下「修正日
価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回
る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。

(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、331円とし、下記５．(4)の規定を準用して調整される。

(5) 割当株式数の上限
9,300,000株(2022年３月31日現在の発行済株式総数に対する割合は24.07％)

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
3,110,943,000円(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場
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合の資金調達額。ただし、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条

項が設けられており、また、当社が2024年７月24日に本新株予約権の全部を取得する条項
が設けられている。

３．新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな
る株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。)

４．新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式9,300,000株とする(本新

株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とす
る。)。ただし、下記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権
の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行
う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる１株未
満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率

(3) 当社が下記５．(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因
とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結
果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調
整後行使価額は、下記５．(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 =
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

(4) 本４．に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記
５．(4)②、⑤及び⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用
する日と同日とする。

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、
本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整
を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その
他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記５．(4)②(e)に定める場合その他適用開始
日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを
行う。

５．新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下
に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額(以下「行使
価額」という。)は、当初、551円とする。

(3) 行使価額の修正
修正日価額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合
には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日に係
る修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額
とする。

(4) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、以下②に掲げる各事由により当社の普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以
下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行株式数 ＋

新発行・処分

株式数
×

１株当たりの

払込金額

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。
(a) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、

又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含
む。)(ただし、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取
得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によっ
て当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併に
より当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日
とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若し
くは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はそ
の日の翌日以降これを適用する。

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(c) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定め
のある取得請求権付株式又は下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって
当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
を含む。)を発行又は付与する場合(無償割当てによる場合を含む。ただし、スト
ックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の
全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出す
るものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。
ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その
日の翌日以降これを適用する。

(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に
付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④(b)に定める時価を下回る価額を
もって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権
付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記(c)による行使価額
の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出す
るものとする。

(e) 上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準
日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときに
は、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約
権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通
株式を交付する。

株式数 =
(調整前行使価額－調整後行使価額)×

調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
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③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未
満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を
必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前
行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位
を四捨五入する。

(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただ
し、本項②(e)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(東証終値
のない日数を除く。)の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、
円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入する。

(c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与える
ための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行
使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数
から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、
上記②(b)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準
日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含ま
ないものとする。

⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、
本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使

価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生に

より行使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮す
る必要があるとき。

⑥ 上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上
記(3)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び
下限行使価額の調整を行う。

⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、
本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整
後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記②
(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合
には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る本新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の
発行価額の総額を加えた額を、上記４．の本新株予約権の目的である株式の総数で除した
額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計
算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準
備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

７．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は割当先であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社との間で、金融商品取引法に基
づく届出の効力発生後に、下記の内容を含む第三者割当契約（以下「本第三者割当契約」と
いう。）を締結しております。すなわち、割当先は、本第三者割当契約に従って当社に対し
て行使許可申請書を提出し、これに対し行使許可書により本新株予約権の行使を許可した場
合に限り、行使許可期間に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使
できます。また、割当先は、何度でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の
時点で、それ以前になされた行使許可に基づき本新株予約権の行使を行うことが可能である
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場合には、行使許可の申請を行うことはできません。
行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決
定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や
資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。

８．当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。

９．提出者の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締
結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。

10．その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。

2024年４月10日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の数（個） ※ 101,000個(新株予約権１個につき100株)(注)２．

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数（株） ※
(注)２．３．４．

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ (注)５．

新株予約権の行使期間 ※ 2024年４月30日から2026年５月１日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） ※
(注)７．

新株予約権の行使の条件 ※ 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(会社法第236条第１項第６号における)該当事項

はありません。ただし、本買取契約において、本

新株予約権の譲渡について、割当先とその関連会

社間で譲渡する場合を除き、当社取締役会の承認

を要する旨の譲渡制限を合意しております。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 ※
該当事項はありません。

※新株予約権の発行時（2024年４月10日）における内容を記載しております。
(注)１．当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。

２．当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(下記３．参
照。)10,100,000株(本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(下記４．(1)参
照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記５．(2)にお
いて定義する。)が修正されても変化しない(ただし、下記４．に記載のとおり、調整さ
れることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本
新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 行使価額の基準
当社が決定する下記５．(3)②を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の
前取引日(以下に定義する。ただし、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会
社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日を
いう。)又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求を取り次ぎが
ない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の２取引日前の日又は株式会社証券保管
振替機構において本新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とする。)
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の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の
普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京
証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的
な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当
社が受領した日(ただし、最初に当該通知を受領した日を除く。)をいう。

(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正
される。

(4) 行使価額の下限
行使価額は156円(ただし、下記５．(4)の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行
使価額」という。)を下回らないものとする。本２．(2)に基づく計算によると修正後の
行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額と
する。

(5) 割当株式数の上限
10,100,000株(2023年12月31日現在の当社発行済普通株式総数41,092,200株に対する割
合は、24.58％(小数第３位の端数を四捨五入した値))。ただし、下記４．に記載のとお
り、調整される場合がある。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本２．(4)に記載の行使価額の
下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,617,010,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7) 当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得すること
を可能とする条項が設けられている（詳細については下記12．参照。）。

３．新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式 完全議決権株式であり株主の権利に特に限定のない株式
単元株式数 100株

４．新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式10,100,000株(本新株

予約権１個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とす
る。ただし、下記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の
目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を
行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる１
株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が下記５．(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因

とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の
結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及
び調整後行使価額は、下記５．(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下
記５．(4)②、③及び⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を
適用する日と同日とする。

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かか
る調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開
始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記５．(4)②(e)に定める場合その
他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
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やかにこれを行う。
５．新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割
当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額(以下「行
使価額」という。)は、当初、287円(以下「当初行使価額」という。)とする。ただし、
行使価額は下記(3)に定める修正及び下記(4)に定める調整を受ける。

(3) 行使価額の修正
① 下記②を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92％に
相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。

② 行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。上記①に基づく計算によると修
正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限
行使価額とする。

(4) 行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株

式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める
算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整
する。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
既発行株式数 ＋

新発行・処分
株式数

×
１株当たりの
払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

② 新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 下記⑤(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合
を含む。)（ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業
員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株
予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株
式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の
行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交
付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終
日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行
若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場
合はその日の翌日以降これを適用する。

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。な
お、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式
の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。

(c) 下記⑤(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定
めのある取得請求権付株式又は下記⑤(b)に定める時価を下回る払込金額をも
って当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)を発行又は付与する場合（ただし、当社の役員及び従業員並
びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行す
る場合を除く。）
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権
の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調
整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以
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降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。ただし、株主
に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以
降これを適用する。

(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記⑤(b)に定める時価を下回る価
額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記(c)による行使
価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して
算出するものとする。

(e) 上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基
準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき
には、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日
の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予
約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社
普通株式を追加的に交付する。

株式数＝
(調整前行使価額－調整後行使価額) ×

調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ (a) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(b)に定める配当を実施する場合には、

次に定める算式（以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等によ
る行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を
調整する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価 － １株当たりの配当

時価

(b) 「１株当たりの配当」とは、上記の表の「新株予約権の行使期間」に定める本
新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る
各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当（会社法第455条第２
項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産と
する剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。）の
額をいう。１株当たりの配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出
し、小数第２位を四捨五入する。

(c) 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又
は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から５取引日目以降これを
適用する。

④ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円
未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調
整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の
調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑤ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２
位を四捨五入する。

(b) 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は
調整後行使価額が初めて適用される日（ただし、上記②(e)の場合は基準日）
又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引
日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算
は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。
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(c) 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを
受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日が
ない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１か月前の日における当社
の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を
控除した数とする。また、上記②(b)の場合には、新株発行等による行使価額
調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普
通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑥ 上記②及び③の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、
当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を
行う。
(a) 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整

を必要とするとき。
(b) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を
考慮する必要があるとき。

⑦ 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、
調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を
行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を
含む。）並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記
②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない
場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
2,940,110,000円
全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、上記
５．(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により
株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権
行使期間（上記の表の「新株予約権の行使期間」に定義する。）内に行使が行われない場合、
新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を
消却した場合には、当該金額は減少する。

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各
本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約
権の発行価額の総額を加えた額を、上記４．記載の本新株予約権の目的である株式の総
数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、
計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資
本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

８．権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結する取決めの内容
当社は割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、金融商品取引法に基づく
届出の効力発生後、買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結しております。本新
株予約権には、本買取契約において、原則として当社が本新株予約権の行使を許可した場合
に限り、割当先は本新株予約権を行使できる旨が定められた行使許可条項が付与されてお
り、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を総合的に勘案し、割当先に対し行使
許可を行うかどうかを判断できる仕組みとなっております。ただし、本新株予約権の行使に
よる払込金額の累計額が本社債の額面総額の110％相当額に至るまでは、割当先の裁量によ
り当社の許可なく本新株予約権を行使することができます。
また、当社と割当先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程
第434条第１項及び同施行規則第436条第１項から第５項までの定め、並びに日本証券業協会
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の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、
単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約
権の払込日時点における上場株式数の10％を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講
じております。

９．当社の株券の売買について割当先との間で締結する取決めの内容
該当事項はありません。

10．当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結され
る取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、割当先は、当社代表取締役社長の森田英克氏より当該普通株式
について借株(貸借株数上限：120,000株)を行っております。割当先は、割当先が本新株予
約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当
社普通株式の借株は行いません。

11．その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。

12．自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社が発行した社債を本新株予約権者又はその関連会社が保有する期間を除き、当社

は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込
期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をし
たうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同
額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得す
ることができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うもの
とする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいか
なる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通
知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第
166条第２項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開
示をしない限り効力を有しないものとする。

(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、
株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承
認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場
合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会
で定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者
(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他
のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取
得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引
法第166条第２項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得につい
て開示をしない限り効力を有しないものとする。

(3) 当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)
に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有
する本新株予約権の全部を取得する。

2025年１月８日開催の取締役会及び2025年１月10日開催の取締役会の決議に基

づき発行した新株予約権

新株予約権の数（個） ※ 118,900個(新株予約権１個につき100株)(注)２．

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数（株） ※
(注)２．３．４．

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ (注)５．

新株予約権の行使期間 ※ 2025年１月31日から2027年２月１日までとする。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） ※
(注)７．

新株予約権の行使の条件 ※ 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(会社法第236条第１項第６号における)該当事項

はありません。ただし、本買取契約において、本

新株予約権の譲渡について、割当先とその関連会

社間で譲渡する場合を除き、当社取締役会の承認

を要する旨の譲渡制限を合意しております。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 ※
該当事項はありません。

※新株予約権の条件決定時（2025年１月10日）における内容を記載しております。
(注)１．当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。

２．当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(下記３．参
照。)11,890,000株(本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(下記４．(1)参
照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記５．(2)にお
いて定義する。)が修正されても変化しない(ただし、下記４．に記載のとおり、調整さ
れることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本
新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 行使価額の基準
下記５．(3)②を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日(以下に
定義する。ただし、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替
機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいう。)又は株式
会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する
場合は、それぞれ株主確定日の２取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において
本新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とする。)の株式会社東京証
券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値
(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92％に相当す
る金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京
証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限
(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないもの
とする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当
社が受領した日(ただし、最初に当該通知を受領した日を除く。)をいう。

(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、
修正される。

(4) 行使価額の下限
行使価額は84円(ただし、下記５．(4)の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使
価額」という。)を下回らないものとする。本２．(2)に基づく計算によると修正後の行
使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とす
る。

(5) 割当株式数の上限
11,890,000株(2024年10月31日現在の当社発行済普通株式総数48,242,300株に対する割
合は、24.65％(小数第３位の端数を四捨五入した値))。ただし、下記４．に記載のとお
り、調整される場合がある。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本２．(4)に記載の行使価額の
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下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,024,918,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7) 当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得すること
を可能とする条項が設けられている(詳細については、下記12.参照。)。

３．新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式 完全議決権株式であり株主の権利に特に限定のない株式
単元株式数 100株

４．新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式11,890,000株(本新株

予約権１個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とす
る。ただし、下記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の
目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を
行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる１
株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が下記５．(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原

因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整
の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額
及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項に定める調整
前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下
記５．(4)②、③及び⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を
適用する日と同日とする。

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かか
る調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開
始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記５．(4)②(e)に定める場合その
他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。

５．新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に
割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額(以下「行
使価額」という。)は、当初154円(以下「当初行使価額」という。)とする。ただし、行
使価額は下記(3)に定める修正及び下記(4)に定める調整を受ける。

(3) 行使価額の修正
① 下記②を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92％に
相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。

② 行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。上記①に基づく計算によると修
正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限
行使価額とする。

(4) 行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株

式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める
算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整
する。
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調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
既発行株式数 ＋

新発行・処分
株式数

×
１株当たりの
払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

② 新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 下記⑤(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合
を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員
を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予
約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又
は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使
によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又
は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終
日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行
若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場
合はその日の翌日以降これを適用する。

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。な
お、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式
の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。

(c) 下記⑤(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定
めのある取得請求権付株式又は下記⑤(b)に定める時価を下回る払込金額をも
って当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並び
に当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する
場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権
の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調
整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降
又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割
当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降こ
れを適用する。

(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記⑤(b)に定める時価を下回る価
額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記(c)による行使
価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して
算出するものとする。

(e) 上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該
基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると
きには、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった
日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対して
は、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
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株式数 ＝
(調整前行使価額－調整後行使価額) ×

調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ (a) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(b)に定める配当を実施する場合には、

次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等によ
る行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を
調整する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価 － １株当たりの配当

時価

(b) 「１株当たりの配当」とは、上記の表の「新株予約権の行使期間」に定める本
新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る
各基準日につき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第２
項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産と
する剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の
額をいう。１株当たりの配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出
し、小数第２位を四捨五入する。

(c) 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又
は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から５取引日目以降これを
適用する。

④ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円
未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調
整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の
調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑤ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２
位を四捨五入する。

(b) 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は
調整後行使価額が初めて適用される日（ただし、上記②(e)の場合は基準日）
又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引
日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算
は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(c) 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを
受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日が
ない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社
の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を
控除した数とする。また、上記②(b)の場合には、新株発行等による行使価額
調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普
通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑥上記②及び③の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社
は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整

を必要とするとき。
(b) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を
考慮する必要があるとき。

⑦ 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、
調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を
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行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を
含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記
②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない
場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
1,857,218,000円
全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、上記
５．(3)及び(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により
株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権
行使期間(上記の表の「新株予約権の行使期間」に定義する。)内に行使が行われない場合、
新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を
消却した場合には、当該金額は減少する。

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各
本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約
権の発行価額の総額を加えた額を、上記４．記載の本新株予約権の目的である株式の総
数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、
計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資
本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

８．権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結する取決めの内容
当社は割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、金融商品取引法に基づく
届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締
結しております。本新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができま
す。ただし、本買取契約の規定により、当社が不行使期間の指定を行うことができますの
で、当社の裁量により、新株予約権割当予定先に対して一定数量の範囲での行使を行わせな
いようにすることが可能となります。本新株予約権について、本買取契約において、当社
は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間
(以下「不行使期間」といいます。)を合計８回まで定めることができます。１回の不行使期
間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って３取引日
前までに書面により不行使期間を通知することにより、不行使期間を設定することができま
す。また、各不行使期間の間は少なくとも５取引日空けることとします。なお、当社が割当
予定先に通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。これにより、継続的な当社の
株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価
への影響を抑えることが可能となります。ただし、不行使期間は、本社債が残存している期
間、又は上記③の取得条項に基づく本新株予約権の取得に係る通知がなされた後取得日まで
の期間は設定することはできず、かつ、かかる通知の時点で指定されていた不行使期間は、
かかる通知がなされた時点で早期に終了します。なお、当社は、割当予定先に対して通知す
ることにより、不行使期間を短縮することができます。当社が割当予定先に対して不行使期
間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。
また、当社と割当先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程
第434条第１項及び同施行規則第436条第１項から第５項までの定め、並びに日本証券業協会
の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、
単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数(第19回新株予
約権が残存している場合には、第19回新株予約権の行使により取得される株式数も合算され
ます。)が、本新株予約権の払込日(ただし、第19回新株予約権が残存する場合は、第19回新
株予約権の払込日)時点における上場株式数の10％を超える部分に係る行使を制限するよう
措置を講じております。

９．当社の株券の売買について割当先との間で締結する取決めの内容
該当事項はありません。
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10．当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結され
る取決めの内容
第19回新株予約権の発行時に、割当先は、当社代表取締役社長の森田英克氏より当社普通株
式について借株(貸借株数上限：120,000株)を行っており、本新株予約権の発行に伴って当
該借株の貸借期間について本新株予約権の行使期間に応じた変更を行っております。また、
本新株予約権の発行に伴い、割当先は、当社取締役会長の真田哲弥氏より当社普通株式につ
いて借株(貸借株数上限：490,300株)を行っております。割当先は、割当先が本新株予約権
及び残存する第19回新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売
付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。

11．その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。

12．自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社が発行した社債を本新株予約権者又はその関連会社が保有する期間を除き、当社

は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込
期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をし
たうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同
額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得す
ることができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うもの
とする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいか
なる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通
知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第
166条第２項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開
示をしない限り効力を有しないものとする。

(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、
株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承
認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場
合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会
で定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者
(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他
のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取
得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引
法第166条第２項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得につい
て開示をしない限り効力を有しないものとする。

(3) 当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)
に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有
する本新株予約権の全部を取得する。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2024年12月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

森 田 英 克 代表取締役社長（CEO）
可来軟件开発（上海）有限公司 董事長
㈱グローバルギア 取締役

五十嵐 洋 介 代表取締役副会長 可来軟件开発（上海）有限公司 董事

真 田 哲 弥 取締役会長 ㈱BLOCKSMITH&Co. 代表取締役社長

高 田 和 幸
専務取締役（CFO）
経営管理部長

㈱グローバルギア 取締役

中 根 良 樹 取締役 －

井 上 昌 治 取締役（監査等委員）

弁護士
ペイクラウドホールディングス㈱ 社外取締役
（監査等委員）
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス㈱
社外取締役（監査等委員）

松 本 浩 介 取締役（監査等委員）

ピクスタ㈱ 社外取締役（監査等委員）
㈱スタジオアタオ 社外取締役（監査等委員）
㈱サイバー・バズ 社外取締役
㈱キッズライン 社外取締役
㈱ジグザグ 社外取締役

吉 川 友 貞 取締役（監査等委員）
㈱エスユーエス 取締役副社長

プライムロード㈱ 代表取締役社長

(注)１．取締役（監査等委員）の井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏は、会社法第２条第15号に
定める社外取締役であります。また、各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出
ております。

２．取締役（監査等委員）の井上昌治氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度
の知見を有しております。

３．当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、常勤の内部監査担当者を配置してお
り、重要会議への出席を通じて情報収集を行うほか、取締役（監査等委員を除く）へのヒア
リングを適宜行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定してお
りません。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、各社外取締役との間で損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、

職務執行を行うにあたり善意かつ重大な過失がないときは、法令の規定する額を

限度として損害賠償責任を負うものとしております。

(3) 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会
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社との間で締結しております。

① 被保険者の範囲

当社及び子会社の役員、管理職従業員、役員と共同被告となった従業員、

雇用に関連する不当な行為により損害賠償請求を受けた従業員、これらの法

定代理人等、配偶者等及び相続人等であります。

② 保険契約の内容の概要

被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因した損害賠償請求

がなされた場合に、当社又は被保険者が負担することとなる損害賠償金、防

御費用、調査対応費用等の損害を当該保険契約により填補することとしてお

ります。

また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被

保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為（不作為を含む）又は法令に違

反することを認識しながら行った行為等に起因する又は関連する損害賠償請

求又は調査に係る損害等については填補の対象外としております。なお、保

険料は全て当社が負担しております。

(5) 当事業年度に係る取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。）

に関する事項

イ．決定方針の決定の方法

決定方針は、指名報酬委員会へ諮問したうえで、取締役会の決議により

決定することとしております。なお、現在の決定方針は、当該方法に従い、

2021年２月19日に制定、2022年２月18日、2024年３月28日に改訂しており

ます。

ロ．決定方針の内容の概要

当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等に

ついては、企業業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締役の

職責及び貢献に見合った報酬体系としております。

具体的には、監査等委員でない取締役の報酬は、基本となる固定報酬

（業績連動報酬でない金銭報酬）及び譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬）に

より構成され、監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性とい

う観点から、業績に関わらず一定となる固定報酬（業績連動報酬でない金

銭報酬）としております。

監査等委員でない取締役の固定報酬の総額は、2016年３月26日開催の株

主総会決議に基づき、年額500,000千円以内（うち、社外取締役の報酬額は

年額50,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みま

せん。）とされており、監査等委員でない取締役の譲渡制限付株式報酬の総
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額は、2018年３月25日開催の株主総会決議に基づき、年額500,000千円以内

とされております。

なお、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定においては、固定

報酬及び譲渡制限付株式報酬のいずれも、社外取締役全員が構成員となる指

名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会にて決定することとしております。

Ａ．取締役の個人別の固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針

監査等委員でない取締役の固定報酬については、事業年度ごとに、会

社業績、職責、貢献内容等を総合的に考慮して適切な額として定めるこ

とを方針としております。

監査等委員である取締役の固定報酬については、その職務の独立性と

いう観点から、業績に関わらず一定となるものとし、監査等委員会にお

いて監査等委員である取締役の協議のうえ決定することとしております。

Ｂ．譲渡制限付株式報酬の内容、報酬等の額若しくは数又はその算定方法

の決定に関する方針

監査等委員でない取締役の譲渡制限付株式報酬については、2018年３

月25日開催の株主総会でご承認いただいた譲渡制限付株式報酬の金額

（年額500,000千円以内）及び株式数（年168,000株以内）の枠内で、会社

業績にあたえる影響並びに各取締役の職責及び貢献内容を総合的に考慮

し、当該譲渡制限付株式が有する持続的な企業価値向上のためのインセ

ンティブとして適切と考えられる株数の譲渡制限付株式を付与すること

を方針としております。2018年３月25日開催の株主総会でご承認をいた

だいた譲渡制限付株式報酬の内容につきましては、以下のとおりです。

取締役会において、各取締役に対して以下の譲渡制限付株式と引換えに

する払込みに充てるための金銭報酬債権の支給を決定し、割り当てる。

払込金額：

１株当たりの払込金額は取締役会決議の日の前営業日における東京

証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立してい

ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普

通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で

取締役会が決定する。

譲渡制限：

譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた普通株式（以下「本

割当株式」という。）の交付日から取締役会が定める地位を退任又は
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退職するまでの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当株式

の譲渡、担保権の設定その他の処分はできない。

譲渡制限の解除：

対象取締役が取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」とい

う。）に継続して取締役会が定める地位にあったことを条件に、本割

当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡

制限を解除する。ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社が正

当と認める理由以外の理由により退任又は退職した場合等の一定の

事由に該当した場合は、当社は本割当株式を当然に無償で取得する。

組織再編等における取扱い：

上記にかかわらず、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併

契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、そ

の他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組

織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい

ては、当社の取締役会）で承認された場合は、取締役会の決議によ

り、必要に応じて合理的な調整を行う。

その他の事項：

譲渡制限付株式に関するその他の事項は、取締役会で決定する。

Ｃ．報酬等の種類毎の取締役個人別の構成割合の決定に関する方針

監査等委員でない取締役の報酬における種類毎の構成割合は、全ての

当該取締役において、固定報酬と譲渡制限付株式報酬それぞれのインセ

ンティブとしての性質に応じて適切と考えられる割合を目標として、事

業年度ごとに上記Ａ．及びＢ．の方針に従い決定することを方針として

おります。

また監査等委員である取締役の報酬は、全ての当該取締役において、

その職務の性質から、固定報酬としております。

Ｄ．報酬等の支払時期又は条件の決定に関する方針

固定報酬は在任中に支給することとし、退職時の支給は行わないこと

を方針としております。

また、譲渡制限付株式報酬については、その性質上、各取締役に対し

て割当時にその総数が割り当てられ、退職時又は譲渡制限期間満了時に

譲渡制限が解除されることとなります。
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ハ．当事業年度における監査等委員でない取締役の個別の報酬等の内容が当

該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当社取締役会は、当事業年度における各取締役の個人別の報酬等の内容

について、会社業績、職責、貢献内容等を総合的に考慮し、指名報酬委員

会への諮問のうえでその答申を勘案して適切な額であることを確認したた

め、当該方針に沿うものと判断いたしました。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の取締役の報酬額は、2016年３月26日開催の第16回定時株主総会にお

いて、取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額については、年額500,000千

円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとし、またそのう

ち社外取締役の報酬額は50,000千円以内とします）、監査等委員である取締役

の報酬等の額については、年額50,000千円以内と決議されております。なお、

当該定時株主総会終結時点における、監査等委員でない取締役の員数は５名

（うち社外取締役は０名）、監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外

取締役は３名）であります。

また、この限度額とは別枠で、2018年３月25日開催の第18回定時株主総会

において、監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます）に対し特定譲

渡制限付株式の付与のための報酬支給の限度額として、年額500,000千円以内

(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年168,000株以内）

と決議されております。なお、当該定時株主総会終結時点における、監査等

委員でない取締役の員数は４名であります。

③ 取締役の報酬等の総額

区 分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)

167,795
(－)

116,608
(－)

－
51,186
(－)

５
(－)

取締役(監査等委員)
（うち社外取締役）

15,400
(15,400)

15,400
(15,400)

－ －
３
(３)

合 計 183,195 132,008 － 51,186 ８

(注) 非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限付株式を交付しております。なお当該株式報酬の内
容は、上記①ロ．Ｂ．に記載のとおりです。
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(6) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

他の法人等の重要な兼職の状況は「4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の

状況」に記載のとおりであります。

取締役（監査等委員）井上昌治氏は、弁護士、ペイクラウドホールディング

ス㈱社外取締役（監査等委員）及びスペースシャワーSKIYAKIホールディングス

㈱社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、当該法人等と当社と

の間には、特別な取引関係はありません。

取締役（監査等委員）松本浩介氏は、ピクスタ㈱社外取締役（監査等委員）、

㈱スタジオアタオ社外取締役（監査等委員）、㈱サイバー・バズ社外取締役、㈱

キッズライン社外取締役及び㈱ジグザグ社外取締役を兼務しております。なお、

当該法人等と当社との間には、特別な取引関係はありません。

取締役（監査等委員）吉川友貞氏は、㈱エスユーエス取締役副社長及びプラ

イムロード㈱代表取締役社長を兼務しております。なお、当該法人等と当社と

の間には、特別な取引関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
活動状況及び

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員）

井 上 昌 治

当事業年度に開催された取締役会12回、監査等委員会15回
全てに出席しております。
弁護士としての専門的見地及び当社と関係の深いIT業界に
関する知識と企業活動に関する豊富な見識に基づく助言、
牽制を期待しており、取締役会においては、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行
い、また、監査等委員会においても、同様の見地から適宜、
必要な発言を行う等、重要な役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員）

松 本 浩 介

当事業年度に開催された取締役会12回、監査等委員会15回
全てに出席しております。
IT企業の管理部門の要職を歴任した豊富な経験と幅広い見
識に基づく助言、牽制を期待しており、取締役会において
は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の発言を行い、また、監査等委員会においても、同様の見
地から適宜、必要な発言を行う等、重要な役割を果たして
おります。

取 締 役
（監査等委員）

吉 川 友 貞

当事業年度に開催された取締役会12回、監査等委員会15回
全てに出席しております。
IT企業及び製薬企業の管理部門の要職を歴任した豊富な経
験と幅広い見識に基づく助言、牽制を期待しており、取締
役会においては、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための発言を行い、また、監査等委員会において
も、同様の見地から適宜、必要な発言を行う等、重要な役
割を果たしております。

(注) 上記の取締役会の回数には、書面決議による取締役会の回数を含めておりません。
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5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法（1948年法律第103号）第２条第１項の業務の報酬 50,444千円

② 公認会計士法第２条第１項以外の業務の報酬 －千円

③ 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 50,444千円

(注)１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の合計金額には
これらの合計金額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の
報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する

議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に

該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、

会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告します。
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6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制について、当社は、2005年５月17日開催の取

締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、2006年９月17日、2007年

８月19日、2010年８月31日、2015年６月24日及び2016年３月26日開催の取締役会

においてその一部を改定いたしました。内部統制システムの基本方針は次のとお

りです。

① 当社取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

イ．コンプライアンス規程その他の社内規程に基づき、法令等遵守の意識の

もと適正な業務執行が行われるべく、教育及び啓発を行い、その執行を徹

底及び監督し、問題があった場合には就業規則等に則り適正に処分する。

ロ．内部通報規程その他の社内規程に基づき、業務執行に係るコンプライア

ンス違反及びそのおそれに関して通報及び相談を受け付けるための内部通

報制度を適正に運用する。

ハ．業務執行に関する法令及び定款への適合性に関しては、内部監査、監査

等委員会監査、会計監査人監査等の実施により確認する。その結果は、被

監査部門にフィードバックされるとともに、取締役会及び監査等委員会に

報告する。また、必要かつ適正な是正処置を行うものとする。

ニ．業務執行の適正を確保するために、反社会的勢力及び団体からの不当な

要求には民事及び刑事の両面から法的対応を行うとともに、反社会的勢力

及び団体への資金提供は絶対に行わない。

② 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び執行役員の職務執行に係る取締役会及び経営会議等の重要会議体

（以下、「重要会議体等」という。）の議事録等の情報は、法令及び社内規程に基

づき文書（電磁的媒体によるものも含む）によって適正に作成、保存及び管理

し、保存期間中は必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態

とする。必要に応じ運用状況の検証、社内規程等の見直しを行い、運用状況等

について定期的に取締役会に対し報告を行う。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定めた規程を策定し、当

該規程に基づくリスク管理体制を構築、運用する。

ロ．事業上のリスクとして、コンプライアンスリスク、情報システムリスク、
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信用リスク等を認識し、個々のリスクに対応する社内規程及びマニュアル

の整備、見直しを行う。

ハ．事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し迅速な

対応を行い、被害及び損失の拡大を防止し、これを最小限に留めるための

体制を整備する。

ニ．内部監査規程に基づき、計画的な内部監査を実施し、法令又は定款の違

反その他の事由に基づき損失の危険のある事項が発見された場合には、取

締役社長に適切に報告を行うとともに、当該事項の是正措置の実施状況に

関してフォローアップを行う。

ホ．社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び

団体に対して、ステークホルダーの信頼を損なうことのないよう、毅然と

した姿勢をもって臨み、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。

反社会的勢力及び団体の不当な要求から取締役、使用人その他関係者の安

全を確保するとともに、反社会的勢力及び団体による被害の防止のための

措置を行う。

④ 当社取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に

権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意思決定及び適切な業務執行の

監督を行う。取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員は、

取締役会で定める業務担当事項に基づき、機動的かつ効率的な業務執行を

行う。

ロ．取締役社長、常勤取締役及び執行役員により構成される経営会議におい

て、会社経営と業務執行に関する重要事項を審議し、経営機能の強化に努

める。

ハ．業務執行に関する責任者及びその責任範囲、執行手続の詳細については、

組織規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規則に定めるところ

による。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）におけ

る業務の適正を確保するための体制

当社は、関係会社管理規程に基づき、主要な子会社及び主要な関係会社に対

する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導、支援及びモニタリン

グを行う。

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体

制

子会社における重要事項については、関係会社管理規程に基づき、予め
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当社の承認を得る。また、関係会社管理規程に基づき、重要事項その他の

職務執行状況は、適宜、取締役会、重要会議体等へ報告する。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社の事業を取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止又は

最小化のために、適切な会議等を必要に応じ開催し、リスクの把握及び適

切な対策を講じる。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規

模、当社グループ内における位置付け等を勘案のうえ、定期的に見直し、

効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

コンプライアンス規程その他の社内規程に基づき、子会社における業務

活動が法令等遵守の意識のもと行われる体制とする。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ．当社は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成す

るために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、

整備及び運用を行う。

ロ．財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適

正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用

を行う。

ハ．財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続

的に監視及び評価し、不備があれば必要な改善及び是正を行うとともに、

関係法令との適合性を確保する。

⑦ イ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人（補助使用人）に関

する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び補助使用人に

対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該取締役及び補助使用人の

取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

１）監査等委員会が必要とした場合、取締役会は、監査等委員会と協議の

うえ、監査等委員会の職務を補助する使用人を合理的な範囲で配置する

ものとする。

２）当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監

査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとする。また、当該使用人

の、監査等委員会の職務の補助における指揮命令権は監査等委員会が有
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するものとし、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確

保するものとする。

ロ．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査

等委員会への報告に関する体制

１）監査等委員でない取締役及び執行役員その他の使用人は、法令若しく

は定款の違反行為、不正行為、その他当社の業務又は業績に影響を与え

る重要な事実に関して、これを発見したときは、監査等委員会に都度報

告する。なお、監査等委員会は、いつでも必要に応じて監査等委員でな

い取締役及び執行役員その他の使用人に対して報告を求めることができ

る。

２）内部監査及び内部通報制度の運用状況及び結果に関しては、内部監査

担当部門は、監査等委員会に対して報告を行う。

ハ．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

が監査等委員会に報告するための体制

１）子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、

子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに子会社の監

査役及び監査等委員会に報告するとともに、当社の関係会社管理部門に

報告する。

２）当社の関係会社管理部門は、子会社の取締役又は使用人から法令及び

規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事

項について報告を受けた場合には、速やかに監査等委員会にその内容を

報告する。

ニ．前２号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

内部通報規程に基づき、当社グループは、監査等委員会への報告を行っ

た当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由と

して不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を当社及び当社

グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

ホ．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関

する事項

当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払又は支出し

た費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監

査等委員の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合

を除き、これに応じる。
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ヘ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当部門、子会社の監査役等

と情報交換に努め、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保する

ものとする。

２）監査等委員は、重要会議等に出席し意見を述べることができるととも

に、その議事録を閲覧、謄写することができる。

３）取締役社長と監査等委員会との定期的な会議を開催し、意見及び情報

の交換を行える体制とする。

(2) 当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

① コンプライアンス体制について

当社は、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス規程を制定し、入

社時研修や全従業員を対象とした研修などのコンプライアンス教育を実施する

とともに、コンプライアンス相談窓口を設けるなど、コンプライアンス体制の

整備を継続的に行っております。

また、万一コンプライアンス違反が発生した場合においても、早期に発見し、

適切に対処することを目的として、内部通報制度を設置し、コンプライアンス

の実効性向上に努めております。

② 取締役の職務執行について

当社の取締役会は取締役（監査等委員であるものを除く。）５名、監査等委員

である取締役３名の計８名で構成され、毎月１回開催される定時取締役会に加

え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、決議事項及び経営方針等の意思決定

を行い、重要な業務執行の一部を委任した取締役（監査等委員であるものを除

く。）の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行

っております。

③ リスク管理体制について

当社は、リスク管理体制を構築し、企業コンプライアンスを実現するために、

会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりまし

た。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアル

に沿った運用の徹底に力を注いでおります。

また経営を取り巻く各種リスクについては、適時に見直しを行い、対応策を

検討実施し、取り組み状況をチェックしております。
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④ 監査等委員会について

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成され、全員が社

外取締役であります。

監査等委員である取締役は、取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職

務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査

計画に基づき監査を実施し監査等委員会を定期的に開催する他、必要に応じて

臨時監査等委員会を開催しております。法令、定款及び当社監査等委員会規程

に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。

また内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査

に必要な情報の共有化を図っております。

7. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

剰余金の配当に関しましては、内部留保とのバランスを保ちながら、安定性の高

い収益の増加に連動した配当の実施を基本方針としております。

当社は、定款第35条に基づき、会社法第459条第１項各号の剰余金の配当等の決定

機関を取締役会としております。

当事業年度の期末配当につきましては、今後の事業展開や企業体質の一層の強化

等のため、実施いたしません。

今後の利益還元につきましては、当社経営環境等を勘案したうえで実施を検討し

てまいります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2024年12月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

4,400,462

1,605,179

1,220,550

1,083,366

529,311

△37,946

11,383,724

81,828

81,828

7,811,088

555,425

24,748

7,226,182

4,731

3,490,807

2,031,273

860,359

196,930

551,415

△149,171

流 動 負 債 4,685,399

買 掛 金 592,556

短 期 借 入 金 800,000

1年内返済予定の長期借入金 773,350

未 払 法 人 税 等 69,517

前 受 金 1,772,205

賞 与 引 当 金 105,920

そ の 他 571,849

固 定 負 債 727,282

長 期 借 入 金 647,282

そ の 他 80,000

負 債 合 計 5,412,681

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 10,015,523

資 本 金 6,220,354

資 本 剰 余 金 5,974,903

利 益 剰 余 金 △1,782,339

自 己 株 式 △397,395

その他の包括利益累計額 344,548

その他有価証券評価差額金 744,674

為 替 換 算 調 整 勘 定 △400,125

新 株 予 約 権 11,432

純 資 産 合 計 10,371,505

資 産 合 計 15,784,187 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,784,187

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2024年１月１日から
2024年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 8,306,355

売 上 原 価 7,173,726

売 上 総 利 益 1,132,628

販売費及び一般管理費 2,474,772

営 業 損 失 1,342,143

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8,236

受 取 配 当 金 68,973

為 替 差 益 65,596

そ の 他 36,023 178,829

営 業 外 費 用

支 払 利 息 36,371

支 払 手 数 料 32,148

投 資 事 業 組 合 運 用 損 37,827

そ の 他 10,702 117,049

経 常 損 失 1,280,364

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 246,558

そ の 他 4,467 251,025

特 別 損 失

減 損 損 失 152,949

投 資 有 価 証 券 評 価 損 861,465

信託型ストックオプション関連損失 114,946

そ の 他 6,232 1,135,594

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 2,164,932

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 612,418

法 人 税 等 調 整 額 5,635 618,054

当 期 純 損 失 2,782,986

親会社株主に帰属する当期純損失 2,782,986

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2024年１月１日から
2024年12月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,457,956 5,212,506 1,009,094 △397,377 11,282,179

当期変動額

新株の発行 762,397 762,397 1,524,795

親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

△2,782,986 △2,782,986

自己株式の取得 △17 △17

連結範囲の変動 △8,446 △8,446

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 762,397 762,397 △2,791,433 △17 △1,266,656

当期末残高 6,220,354 5,974,903 △1,782,339 △397,395 10,015,523

(単位：千円)

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 465,821 △332,383 133,437 289,401 4,276 11,709,295

当期変動額

新株の発行 1,524,795

親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

△2,782,986

自己株式の取得 △17

連結範囲の変動 △8,446

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

278,852 △67,741 211,111 △277,968 △4,276 △71,134

当期変動額合計 278,852 △67,741 211,111 △277,968 △4,276 △1,337,790

当期末残高 744,674 △400,125 344,548 11,432 － 10,371,505

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等

１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称

KLab Global Pte. Ltd.

可来軟件开発（上海）有限公司（KLab China）

株式会社グローバルギア

当連結会計年度において、株式会社BLOCKSMITH&Co.の株式を一部売却した

た め、 株 式 会 社 BLOCKSMITH&Co. 及 び 同 社 の 子 会 社 で あ る

BLOCKSMITH&Co.Singapore Pte. Ltd.を連結の範囲から除外し、株式会社

BLOCKSMITH&Co.を持分法適用の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

特記すべき主要な非連結子会社はありません。

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いず

れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数及び名称

持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数

１社

持分法適用の非連結子会社及び関連会社の名称

株式会社BLOCKSMITH&Co.

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

株式会社ANOBAKA

なお、持分法を適用しない関連会社であったKLab Ventures株式会社は、清

算結了したことに伴い、持分法を適用しない関連会社から除外しております。

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても
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連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

ａ 子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

ｂ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

2007年３月31日以前に取得したものについては旧定率法を、2007年４月１

日以降に取得したものについては定率法を採用しております。ただし、2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10～15年

工具、器具及び備品 ４～６年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期

間（２～５年）に基づいております。
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③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に

帰属する部分の金額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主

な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通

常の時点）は以下のとおりであります。なお、取引の対価は、履行義務を充足

してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

① ユーザーからの課金による収入

当社グループは主に、スマートフォン・タブレット端末等向けのモバイル

オンラインゲームを配信しております。多くの場合、ユーザーに対してゲー

ムを無料で提供し、ゲーム内で使用するアイテム等を有料で提供しておりま

す。当該サービスにおいては、ユーザーが購入したアイテムの性質に応じて

履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、ユーザーが購入

したアイテムの性質に応じて、購入後のユーザーのアイテム利用期間を見積

り、当該見積り利用期間にわたって収益を認識しております。

② その他の収入（アプリ内広告、ライセンス供与等）

当社グループのその他の収入には、アプリ内広告、ライセンス供与等によ

る収入などが含まれております。アプリ内広告による収入については、顧客

への履行義務はユーザーが広告を視聴した際に充足されると判断しており、

当該時点において収益を認識しております。また、ライセンスを供与する取

引について、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが

供与される時点で知的財産等を使用する権利である場合には、一時点におい

て収益を認識しております。
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(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。また、外貨建有価証券（その他有価証

券）は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。なお、在外子会社の

資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、10年の期間で均等償却を行っております。

会計上の見積りに関する注記

１. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 196,930千円

なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

将来減算一時差異等に対して、予測される将来の課税所得及びタックス・プ

ランニングを考慮し、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる

範囲内、すなわち、回収可能な範囲内で繰延税金資産を認識しております。

将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、

主に既存タイトルの売上高の減衰率並びに新規タイトルのリリース時期、新規

タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び１人当たり課金額であります。

将来の課税所得について、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ

た場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産及び法人税等

調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。

２. ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損

(1) 連結計算書類に計上した金額

ソフトウエア 24,748千円

ソフトウエア仮勘定 7,226,182千円

減損損失 121,254千円

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループのソフトウエア及びソフトウエア仮勘定は、主に自社開発ゲー
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ムに係る開発費のうち、将来の収益獲得が確実と認められるものを資産計上し

ており、減損の兆候が識別された場合には、当該タイトルから得られる割引前

将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較して、減損損失の認識の要否

を判定し、減損損失を認識すべきであると判定されたものについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

タイトルごとの割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計画を基礎

としており、その主要な仮定は、主に既存タイトルの売上高の減衰率並びに新

規タイトルのリリース時期、新規タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び

１人当たり課金額であります。

当社の一部の開発中のタイトル（ソフトウエア仮勘定）についてはリリース

時期等の計画変更により減損の兆候があると判断し、当該タイトルから得られ

る割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、割引前将

来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回ることから減損損失を認識

しておりません。

割引前将来キャッシュ・フローについて、その見積りの前提とした条件や仮

定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、減損損失の

計上が必要となる可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記

１. 担保に提供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に提供している資産

投資有価証券 1,827,928千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金 800,000千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額

その他 792,699千円

合計 792,699千円

３. 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券

関係会社株式 13,000千円

その他の関係会社有価証券 10,000千円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式(注)1． 41,092,200 7,410,100 － 48,502,300

自己株式

普通株式(注)2． 641,531 74 － 641,605

(注)１. 普通株式の発行済株式総数の増減事由は、以下のとおりであります。

新株予約権の行使に伴う増加 7,410,100株

２. 普通株式の自己株式の増減事由は、以下のとおりであります。

単元未満株主からの買取請求に基づく取得 74株

２. 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

当 社

2014年４月25日
第12回新株予約権

普通株式 77,900 － 2,600 75,300 404

2022年７月22日
第18回新株予約権

普通株式 6,843,300 － 6,843,300 － －

2024年４月26日
第19回新株予約権

普通株式 － 10,100,000 7,410,100 2,689,900 11,028

合計 6,921,200 10,100,000 14,256,000 2,765,200 11,432

(注) 当連結会計年度における減少は、権利の行使及び失効によるものであります。

金融商品に関する注記

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当社は、資金計画に基づき、必要な資金は銀行借入及び増資等の最適な方

法により調達しております。資金運用については短期的な預金、比較的安全

性の高い金融資産等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、主に資金運用を目的として保有している債券及び業務上

の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関して、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、リ
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スク軽減に努めております。

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

外貨建ての金銭債権は、為替変動のリスクに晒されております。

関係会社株式は、業務上関連性のある企業の株式であります。

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）については、主に運転

資金に係る調達であり、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リ

スクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、社内規程に従い営業債権について、取引先の状況を定期的に確

認し、取引先相手ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽

減を図っております。

② 市場リスクの管理

外貨建ての金銭債権については、外国為替の市場動向を随時チェックし、

市場リスクの低減に努めております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状

況等を把握し、また、資金運用を目的として保有している債券以外のもの

については、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直して

おります。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理

しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。
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(5) 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち71％が特定の大口顧客に対

するものであります。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2024年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりであります。また、現金は注記を省略してお

り、預金、売掛金、買掛金、未払法人税等及び短期借入金については短期間で決済

されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券 1,857,720 1,857,720 －

資産計 1,857,720 1,857,720 －

長期借入金

（1年内に返済予定を含む） 1,420,632 1,420,589 △42

負債計 1,420,632 1,420,589 △42

(＊) 市場価格のない株式等は、その他有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：千円)

区分 2024年12月31日

（1）非上場株式 150,552

（2）関係会社株式 13,000

（3）その他の関係会社有価証券 10,000

（4）出資金 860,359

(注)１. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 1,605,179 － － －

売掛金 1,220,550 － － －

合計 2,825,730 － － －
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(注)２. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年内 １年超２年内 ２年超３年内 ３年超４年内 ４年超５年内 ５年超

長期借入金 773,350 405,596 196,686 45,000 － －

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に

関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した

時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した

時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,857,380 － － 1,857,380

債券 － － － －

その他 － 339 － 339

資産計 1,857,380 339 － 1,857,720
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(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金

(1年内返済予定を含む) － 1,420,589 － 1,420,589

負債計 － 1,420,589 － 1,420,589

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。

非上場の投資信託について、取引先金融機関が公表する基準価格を用いて評価しており、当該
投資信託が含まれております。活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレ
ベル２の時価に分類しております。

長期借入金(1年内返済予定を含む)
これらの時価のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しているため、時価は

帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利
金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
ており、レベル２の時価に分類しております。

収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位：千円)

報告セグメント
その他(注) 合計

ゲーム事業

売上高

ユーザーからの課金収益 6,320,656 － 6,320,656

その他 1,914,768 70,931 1,985,699

顧客との契約から生じる収益 8,235,424 70,931 8,306,355

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 8,235,424 70,931 8,306,355

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類

の作成のための基本となる重要な事項等 ４.会計方針に関する事項 (4)重要な収

益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約負債の残高等
(単位：千円)

金額

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,395,920

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,220,550

前受金(期首残高) 1,055,308

前受金(期末残高) 1,772,205

前受金のうち、ユーザーがゲーム内課金を通して取得したゲーム内通貨の

中で、期末時点において履行義務を充足していない残高は、当連結会計年度

期首において813,190千円、期末において761,703千円であります。

当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の前受金残高に含

まれていたものの額は1,007,942千円であります。

また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）

した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいて、個別の契約が１年を超える重要な取引はないため、

実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しておりま

す。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていな

い重要な変動対価の額等はありません。

一株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 216円46銭

１株当たり当期純損失 62円91銭

重要な後発事象に関する注記

（第三者割当による第20回新株予約権及び第２回無担保社債の発行）

当社は、2025年１月８日付の取締役会において、マッコーリー・バンク・リミ

テッド（以下「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法による

第20回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第２回無担保社債

（私募債）（以下「本社債」といいます。）の発行を行うこと、並びに2025年１月

10日付の取締役会において、本新株予約権の発行に関しての発行条件等について

をそれぞれ決議いたしました。
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本新株予約権の概要

１.割当日 2025年１月30日

２.新株予約権の総数 118,900個

３.発行価額 総額26,158,000円

（本新株予約権１個当たり220円）

４.当該発行による

潜在株式数

11,890,000株（新株予約権１個につき100株）
上限行使価額はありません。
本新株予約権の下限行使価額（以下に定義します。）は84円
で す が、 下 限 行 使 価 額 に お い て も 潜 在 株 式 数 は、
11,890,000株です。

５.資金調達の額 1,857,218,000円

（差引手取概算額：1,849,218,000円）

（注）（内訳）

新株予約権発行による調達額：26,158,000円

新株予約権行使による調達額：1,831,060,000円

６.行使価額及び行使

価額の修正条件

当初行使価額は154円です。

本新株予約権の行使価額は、各修正日（以下に定義しま
す。）の前取引日（以下に定義します。ただし、前取引日
が当社普通株式に係る株主確定日（株式会社証券保管振替
機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する
株主確定日をいいます。）又は株式会社証券保管振替機構
において本新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該
当する場合は、それぞれ株主確定日の２取引日前の日又は
株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請
求の取り次ぎが行えた直近の取引日とします。）の東京証
券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に
終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する
金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。
ただし、本新株予約権の行使価額は84円（以下のとおり調
整されることがあり、以下「下限行使価額」といいます。）
を下回らないこととします。上記の計算による修正後の行
使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の
行使価額は下限行使価額とします。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権
の発行要項（以下「本新株予約権発行要項」といいます。）
に定める各行使請求に係る通知を当社が受領した日（ただ
し、最初に当該通知を受領した日を除きます。）をいいま
す。
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「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行わ
れる日をいいます。ただし、東京証券取引所において当社
普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制
限（一時的な取引制限も含みます。）があった場合には、
当該日は「取引日」にあたらないものとします。
また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権発行要

項に従って調整されることがあります。

７.募集又は割当方法

（割当先）

マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の
方法によってその総数を割り当てます。

８.新株予約権の

行使期間
2025年１月31日から2027年２月１日までとします。

９.その他 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の
効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約（以下「本買
取契約」といいます。）を締結しております。

本買取契約においては、割当先が当社取締役会の事前の承
諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受
人が本買取契約の割当先としての権利義務の一切を承継す
る旨が規定されております。

（注）本新株予約権に係る資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、
当初行使価額（154円）に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定
して算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を
合算した額です。また、差引手取概算額は、当該資金調達の額から、本新
株予約権の発行に係る諸費用の概算額（8,000,000円）を差し引いた金額
です。行使価額が修正又は調整された場合には、当該資金調達の額は変動
いたします。

本社債の概要

１.名称 ＫＬａｂ株式会社第２回無担保社債

２.社債の総額 金1,000,000,000円

３.各社債の金額 金25,000,000円

４.払込期日 2025年１月30日以降、当社と割当先が別途合意する日

５.償還期日 2027年２月１日

６.利率 年利0.0％

７.発行価額 額面100円につき金100円

８.償還価額 額面100円につき金100円
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９.償還方法 ①満期一括償還

②本社債権者は、当社に対する遅くとも５営業日前まで
の通知をもって、かかる通知に定められている期限前
償還日（同日が営業日でない場合は、その直後の営業
日）に、本社債の償還金額の累計額が本新株予約権の
行使により割当予定先から当社に対して払い込まれた
金額の累計額を超えない範囲でのみ、額面100円につき
金100円で本社債の全部又は一部の期限前償還を求める
ことができるとされております。その結果、本新株予
約権の行使による払込金額は、本社債の未償還額が残
存する限り、優先的に本社債の償還に用いられる見込
みです。

③当社は、本社債権者に対する遅くとも20営業日前まで
の通知をすることで、かかる通知に定められている期
限前償還日に額面100円につき金100円で本社債の全部
又は一部を期限前に償還することを本社債権者に対し
て請求することができます。

④本社債権者は、(i)当社の財務諸表、中間財務諸表又は
（本社債権者が要求する場合は）月末時点の単体ベース
の会計帳簿上において、当社名義で実質的に保有する
非拘束の現金及び預金等（当社が保有する一部の有価
証券の時価評価額及び金融機関からの借入残高を考慮）
の金額が、(a)残存する本社債及び(b)６ヶ月以内に支
払期限が到来する債務（本社債権者が要求した時の銀
行口座明細書で証明される）の総額の110％相当額未満
となった場合、又は(ii)当社の連結財務諸表、中間連
結財務諸表又は（本社債権者が要求する場合は）その
要求に係る月末時点の連結ベースの会計帳簿上におい
て、流動負債に分類される金融関連債務及び社債（た
だし、本社債を除く。）（いずれも本社債の発行日から
６ヶ月以内に弁済期を迎えるものに限る。）の合計額
が、本社債の発行日以降増加した場合には、その後い
つでも（上記各事由が治癒したか否かを問わない。）、
償還日の５営業日前までに通知することにより、その
保有する本社債の全部又は一部を額面100円につき金
100円で、繰上償還することを当社に対して請求するこ
とができるとされております。

⑤本新株予約権発行要項に規定される取得事由が生じた
場合や当社が割当先より本新株予約権の買取請求を受
けた場合、本買取契約の解除事由が発生した場合等に
は、当社はその時点で残存する本社債を期限前償還す
るものとされております。
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10. 総額引受人 マッコーリー・バンク・リミテッド

（重要な資産の担保提供）

当社は2025年１月29日に、以下の資産について、担保権を設定しております。

(1) 重要な資産の担保提供理由

当社の一部の借入金については、以下の財務制限条項が付されております。

① 2023年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表

に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結

貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額以上

に維持すること。

② 2023年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書

に記載される経常損益を２期連続して損失としないこと。

当社は、当連結会計年度において経常損失を計上した結果、上記財務制限条項

の②に抵触することとなったため、期限の利益喪失の回避を目的として、当社の

保有する子会社株式に担保権を設定することといたしました。

これにより本件に関しては、取引金融機関から期限の利益喪失に関する請求を

行わない旨の合意を得ております。

(2) 担保提供資産（2024年12月末の帳簿価額）

子会社株式 1,546,700千円

(3) 担保提供期間

2025年１月29日から

その他の注記

（追加情報）

信託型ストックオプション関連損失

国税庁は、2023年５月30日に「ストックオプションに対する課税（Ｑ＆Ａ）」

を公表し、信託型ストックオプションは、会社側が付与した権利を役職員等が行

使して株式を取得した時点で実質的な給与とみなされることから、行使済みの役

職員等に対しても、会社側が遡及して源泉徴収を行う必要があるとの見解を示し

ました。

当社は、その取扱いについては慎重に議論を進めてまいりましたが、当初想定

していなかった追加的な負担が役職員等に生じることに関し、企業価値向上を目

的としたインセンティブの付与などの信託型ストックオプションの本来の導入経

緯を踏まえ、求償権を放棄することを決議いたしました。

この結果、当連結会計年度において、特別損失として信託型ストックオプショ

ン関連損失114,946千円を計上しております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年２月19日

ＫＬａｂ株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 定 留 尚 之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 根 本 知 香

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＫＬａｂ株式会社の2024年１月１日から

2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ＫＬａｂ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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貸 借 対 照 表

(2024年12月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

3,812,376

1,181,098

1,125,565

1,059,170

447,388

△846

12,555,892

57,171

5,667

51,503

7,251,026

24,171

7,226,182

672

5,247,693

2,008,273

1,866,575

10,000

860,359

1,413,360

135,087

516,569

△1,562,532

(負 債 の 部)

5,071,227

1,102,555

800,000

773,350

345,809

18,137

40,972

1,766,647

115,953

105,920

1,881

727,282

647,282

80,000

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

その他の関係会社有価証券

出 資 金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

流 動 負 債

買 掛 金

短 期 借 入 金

1年内返済予定の長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

前 受 金

預 り 金

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

そ の 他

負 債 合 計 5,798,509

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

新 株 予 約 権

9,813,652

6,220,354

5,916,109

5,916,109

△1,925,415

△1,925,415

△1,925,415

△397,395

744,674

744,674

11,432

純 資 産 合 計 10,569,759

資 産 合 計 16,368,268 負 債 ・ 純 資 産 合 計 16,368,268

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2024年１月１日から
2024年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,571,677

売 上 原 価 6,894,162

売 上 総 利 益 677,515

販売費及び一般管理費 2,233,651

営 業 損 失 1,556,135

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 475,398

そ の 他 36,186 511,585

営 業 外 費 用

支 払 利 息 35,127

支 払 手 数 料 32,148

投 資 事 業 組 合 運 用 損 37,827

為 替 差 損 31,917

そ の 他 6,272 143,293

経 常 損 失 1,187,844

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 238,580

そ の 他 3,013 241,594

特 別 損 失

減 損 損 失 152,949

投 資 有 価 証 券 評 価 損 861,465

そ の 他 124,732 1,139,147

税 引 前 当 期 純 損 失 2,085,397

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 501,583 501,583

当 期 純 損 失 2,586,980

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2024年１月１日から
2024年12月31日まで)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 5,457,956 5,153,711 5,153,711 661,565 661,565

当期変動額

新株の発行 762,397 762,397 762,397

当期純損失(△) △2,586,980 △2,586,980

自己株式の取得

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額)

当期変動額合計 762,397 762,397 762,397 △2,586,980 △2,586,980

当期末残高 6,220,354 5,916,109 5,916,109 △1,925,415 △1,925,415

(単位：千円)

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △397,377 10,875,855 457,842 457,842 24,438 11,358,136

当期変動額

新株の発行 1,524,795 1,524,795

当期純損失(△) △2,586,980 △2,586,980

自己株式の取得 △17 △17 △17

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額)

286,831 286,831 △13,005 273,825

当期変動額合計 △17 △1,062,203 286,831 286,831 △13,005 △788,377

当期末残高 △397,395 9,813,652 744,674 744,674 11,432 10,569,759

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

② その他の関係会社有価証券

投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって

おります。

③ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

２. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

2007年３月31日以前に取得したものについては旧定率法を、2007年４月１日以

降に取得したものについては定率法を採用しております。ただし、2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10～15年

工具、器具及び備品 ４～６年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(２

～５年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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３. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する部分の

金額を計上しております。

４. 収益及び費用の計上基準

当社顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の

とおりであります。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから１年以内に受領

しており、重要な金融要素は含まれておりません。

① ユーザーからの課金による収入

当社は主に、スマートフォン・タブレット端末等向けのモバイルオンラインゲ

ームを配信しております。多くの場合、ユーザーに対してゲームを無料で提供

し、ゲーム内で使用するアイテム等を有料で提供しております。当該サービス

においては、ユーザーが購入したアイテムの性質に応じて履行義務が充足され

るものと判断しております。そのため、ユーザーが購入したアイテムの性質に

応じて、購入後のユーザーのアイテム利用期間を見積り、当該見積り利用期間

にわたって収益を認識しております。

② その他の収入（アプリ内広告、ライセンス供与等）

当社のその他の収入には、アプリ内広告、ライセンス供与等による収入などが

含まれております。アプリ内広告による収入については、顧客への履行義務は

ユーザーが広告を視聴した際に充足されると判断しており、当該時点において

収益を認識しております。また、ライセンスを供与する取引について、ライセ

ンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で知的

財産等を使用する権利である場合には、一時点において収益を認識しておりま

す。

会計上の見積りに関する注記

１. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 計算書類に計上した金額

繰延税金資産 135,087千円

なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
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(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表（会計上の見積りに関する注記）の内容と同一であります。

２. ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損

(1) 計算書類に計上した金額

ソフトウエア 24,171千円

ソフトウエア仮勘定 7,226,182千円

減損損失 121,254千円

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表（会計上の見積りに関する注記）の内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記

１. 担保に提供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に提供している資産

投資有価証券 1,827,928千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金 800,000千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額

建物 147,935千円

工具、器具及び備品 585,544千円

合計 733,480千円

３. 関係会社に対する金銭債権債務

売掛金 2,079千円

その他の流動資産 1,744千円

長期貸付金 1,413,360千円

買掛金 542,610千円
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損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引（収入分） 152,180千円

営業取引（支出分） 786,562千円

営業取引以外の取引（収入分） 421,383千円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度
期首株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 641,531 74 － 641,605

(注) 普通株式の自己株式の増減事由は、以下のとおりであります。
単元未満株主からの買取請求に基づく取得 74株

税効果会計に関する注記

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 (単位：千円)

税務上の繰越欠損金 3,333,153

その他 1,512,634

繰延税金資産小計 4,845,788

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,234,463

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,147,584

繰延税金資産合計 463,739

繰延税金負債 (単位：千円)

その他有価証券評価差額金 △328,652

繰延税金負債合計 △328,652

繰延税金資産の純額 135,087

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

当事業年度については、税引前当期純損失のため注記を省略しております。

― 81 ―



関連当事者との取引に関する注記

１. 子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は
出資金

事業の内容
議決権等の
所有(被所有)
割合（％)

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円）

科目
期末残高
(千円）

子会社
KLab Global
Pte. Ltd.

シンガポール
共和国

205千SGD
ゲ ー ム の
パ ブ リ ッ
シング

（所有）
直接 100

役員の兼任
資金の援助

－ －
長期
貸付金
(注)１.２.

1,413,360

子会社

可来軟件开発

（上海）
有限公司
(KLab
China Inc.)

中華人民
共和国

1,400千SGD

モ バ イ ル
オ ン ラ イ
ン ゲ ー ム
の 企 画 及
び開発

（所有）
直接 100

役員の兼任
業務委託

業務委託 783,677 買掛金 542,327

関連
会社
(注 )
３．

株式会社
BLOCKSMITH&Co.

東京都港区14,999千円

ブロックチ
ェーン技術
又は暗号資
産、 NFT を
活用したプ
ロダクトの
開発及び配
信

（所有）
直接 30

役員の兼任

新株予約
権の取得
(注)４.５．

860,817
投資有
価証券

0

貸付金の
回収

(注)５．

632,345
短期
貸付金

－

100,000
長期
貸付金

－

(注)１． 資金の貸付については、無利息にしております。

２． KLab Global Pte. Ltd.の貸付金に対する期末の貸倒引当金残高は1,413,360千円であります。

また、当事業年度において6,633千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

３． 前会計年度に子会社であった株式会社BLOCKSMITH&Co.は、当事業年度において株式の一部売却

により関連会社となっております。

４． 2024年２月８日開催の取締役会決議に基づく第６回新株予約権の取得によるものであります。

５． 新株予約権の取得については、独立した第三者算定機関による新株予約権の公正価値の算定結

果を基礎として決定しており、会社法第246条第２項に基づき本新株予約権の払込に代えて当

該債権を相殺しております。

２. 役員及び個人主要株主等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有(被所有)

割合（％)

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

役員 森田 英克 － －
当社

代表取締役

（被所有）

直接 0.48

当社

代表取締役

信託型SOに関

する求償権放

棄

53,369

信託型ス

トックオ

プション

関連損失

－

役員 五十嵐 洋介 － －
当社

代表取締役

（被所有）

直接 0.41

当社

代表取締役

信託型SOに関

する求償権放

棄

10,668

信託型ス

トックオ

プション

関連損失

－

役員 高田 和幸 － －
当社

取締役

（被所有）

直接 0.23

当社

取締役

信託型SOに関

する求償権放

棄

37,321

信託型ス

トックオ

プション

関連損失

－

(注) 詳細については、連結注記表（その他の注記）をご参照ください。
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収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表（収益認識に関する注記）の内容と同一であります。

一株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 220円61銭

１株当たり当期純損失 58円48銭

重要な後発事象に関する注記

「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載しておりま

すので、記載を省略しております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年２月19日

ＫＬａｂ株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 定 留 尚 之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 根 本 知 香

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＫＬａｂ株式会社の2024年１月１

日から2024年12月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第25期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたし

ました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、

重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子

会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に

行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する

事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年２月19日

ＫＬａｂ株式会社 監査等委員会

社外取締役（監査等委員） 井 上 昌 治 印

社外取締役（監査等委員） 松 本 浩 介 印

社外取締役（監査等委員） 吉 川 友 貞 印

以 上
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株主総会会場ご案内図

〔会 場〕東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー22階

当社会議室

連絡先 03-5771-1100（代表）

〔交 通〕●東京メトロ日比谷線 六本木駅

(コンコースにて直結) 会場まで徒歩約５分

●都営大江戸線 六本木駅

(３番出口) 会場まで徒歩約10分

※駐車場の用意はいたしておりません。

お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席の株主様へのお土産等のご用意はございません。ご理解賜りますよう、お願い
申し上げます。


